
計画策定に係る主な会議等の体系図（位置づけ）について 

 

 

愛知県障害者施策審議会 
 ◆障害者基本法第 36条に基づき設置 

◆障害者計画・障害福祉計画策定についての意見具申、障害者施策全般の推進に関する事項の調査審議と監視 

愛知県障害者施策審議会専門部会 
◆愛知県障害者施策審議会条例第６条に基づき設置（常設） 

◆障害者コミュニケーションに関する専門的事項について調査審議 

愛知県障害者自立支援協議会 
 

愛知県障害者施策審議会ワーキンググループ 
 ◆愛知県障害者施策審議会条例第８条に基づき設置（単年度設置） 

◆第５期愛知県障害福祉計画策定に際し必要な具体的検討を行う 

県障害福祉課 
 

 

圏
域 

◆障害者総合支援法第 89条の 3に基づき設置 

◆地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、障害者等への支援体制の整備 

 

市
町
村 

県福祉相談センター 

各障害保健福祉圏域会議 

市町村自立支援 

協議会 等 

計画案の検討状況に 

ついて報告 

 

検討状況を踏まえた意見具申 

や方向性の決定 

 

計画案の検討状況に 

ついて報告 

 

検討状況を踏まえた 

意見具申 

計画案の検討状況 

について報告 

 

計画記載事項のうち、 

障害者コミュニケーション 

に関する事項について意見具申 

 

圏域ごとの 

課題等を報告 

 

圏域ごとの課題等

のうち、障害者等

への支援体制の整

備に関する事項

で、かつ県単位で

検討が必要な事項 

を報告 

圏域ごとの課題等

のうち、県の施策

として検討すべき

事項について、 

自立支援協議会の 

検討結果を報告 

 

圏域ごとの 

課題等の解決 

のための助言等 

 

市町村 

市町村障害福祉 

計画案の提出 
※あらかじめ、県の 

意見を聴く必要あり 

 

策定に係る 

技術的助言 

市町村障害福祉計画 

策定に係る検討 

 

各圏域に 

地域アドバイザー 

を配置 

参加・助言 

参加 

市町村単位での成果目

標や障害福祉サービス 

見込量等を報告 

 

地域アドバイザー 

市町村の報告等を踏まえ、県単位

での成果目標や障害福祉サービス 

見込量等を設定し、意見聴取 

 

別紙２ 


